
最高裁秘書第2954号

令和3年9月30日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和3年5月30日付け（同月31日受付，第030231号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等 ‘

令和2年11月16日付け最高裁総一第1406号総務局長回答「司法修習生

に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供に

ついて（11月4日付け日弁連法1第225号に対する回答） 」 （片面で2枚）

2 開示の実施方法

写しの送付

‐

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁総一第1406号

令和2年11月16日

日本弁護士連合会事務総長殿

最高裁判所事務総局総務局長村田斉 志

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済

状況等に関するデータの提供について
づ

（11月4日付け日弁連法1第225号に対する回答）

標記のデ タについて，別紙のとおり提供します。ー

'



(別鉦）

1 …司法修習生蔚第66期ないし第72期で，司法修習生に対する修習資金及び修習専念貴金の貸与を受けた者の
人数及び貸与の金個

(注）修習期間中に1か月でも貸与を受けた者力《ある場合は1人とカウントする。

2平成SO年度ゥ令和元年麗令和2年度にそれぞれ法定の返退期限が到来する者で，退還期限の猶予を申鯖
した者の人数と猶予した者の人歓

※ （注）令和2年度については,令和2年11月11日現在の人敷であり，第66期の申鯖者1名．第67期
の申鯖者1名は猶予判断中である｡．

3上妃2で運還期限を麺予した者を除き，平成SO年度，令和元年度，令和2年度にそれぞれ法定の返還翻限
が到来する者で，その返済をしなかった者の人敗

篶壽 瀞柳……
も ､

計上していない｡ ．

4令和2年9月末日時点において，修習資金又は修習専念貴金の①全額を一括で線上退逮した者,②全頗を分
翻で繊上運還した者及び③-鄙を分割で線上運還した巻の人塑と坐卜璽垂した金璽
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